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京都府中小企業応援条例に基づく認定企業のご紹介―（株）特殊高所技術 研究報告

お問い合わせ先

（公財）京都産業２１ 経営革新部 経営企画グループ　TEL.075-315-8848  FAX.075-315-9240  E-mail：keieikikaku@ki21.jp

京都府中小企業応援条例に基づく認定企業のご紹介 株式会社 特殊高所技術

株式会社 特殊高所技術

風力発電設備においてワンストップメンテナンスサービスを確立
2009（平成21）年にNETIS（国土交通省新技術情報提供システム）に登録された特殊高所技術
（足場や重機を使用せず、技術者がロープや特殊機材を用いて橋梁やダムなどの高所における点
検・調査・補修などを安全に行う工法）を活用し、風力発電設備のブレード（羽根）の点検・調査から
補修、修理工事までを行う国内唯一のワンストップサービスを提供。従来の高所作業車を使用す
る工法と比べて、50％以上のコスト縮減・工期短縮を実現している。さらに2015（平成27）年に完
成した新社屋には、充実した技術訓練施設とともに、ブレードの修理部材の製作が可能なFRP（繊
維強化プラスチック）工房を設置。1本2000万円ほどと高額ながらこれまでは丸ごと交換するこ
とが基本とされていたブレードを、部分修理により低コストで補修できる体制を整えた。

府内の中小企業者が、独自に培ってきた強みを生かし、イノベーションに挑戦される取り組みを京都府知事が認定します。認定を受けた中小企業者は、融資・
補助金等の支援策を活用することができます。(支援策の利用には別途審査などがあります)

　当社は2007（平成19）年の設立以来、専用ロープや特殊機材を使って技術者が上下左右に移動し作業を行う独自の特殊高所技
術を用い、主に橋梁やダム、高速道路、風力発電施設といった高所の点検から調査、補修業務に携わってきました。特殊高所技術の
最大の強みは、国土交通省や厚生労働省から、足場を設置する従来の工法と比べて安全性が向上すると評価されている点にあり
ます。また足場の仮設や高所作業車などの重機が不要となるため、工期を大幅に短縮できること、さらに、従来の工法なら数千万円
にものぼるコストを最大で10分の1以下に縮減できることも大きな特徴です。加えて、“誰もができることを誰もがやらないレベル
でやる”という気概を持ち、すべての作業のクオリティにこだわってきたからこそ、信頼を得て、多くの引き合いをいただいていると
いう自負があります。

　2014（平成26）年に橋梁定期点検要領が改定され、国内の約70万の橋梁について、5年に1回の近接目視を基本とする点検が義務づけられました。ま
た、設置済2000基、設置認定済みのものを加えると全5000基となる風力発電施設では、2017（平成29）年までに安全管理定期検査制度が導入される予
定です。特殊高所技術の需要拡大は必至ですが、すでに当社人員はフル稼働しているため、技術者の養成が急務です。そこで、2014（平成26）年に一般社
団法人特殊高所技術協会を設立し、当社の技術訓練設備を使って、協力会社への技術移転を開始しました。技術を独占するのではなく、競合を増やして業
界を拡充し、互いに切磋琢磨しながら技術力を高める。そうすることによって特殊高所技術のスタンダード化を図り、需要に100％応える体制を整え、社会
インフラの維持管理や、その現場における経済性、安全性の向上に貢献していきたいと考えています。
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風力発電設備での点検の様子

当社の強み 独自の特殊高所技術を有する

活用した
主な支援策

◎不動産取得税の軽減措置
◎京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業
　（平成26年度設備投資型、27年度一般型事業可能性コース）

現在の状況・
今後の事業展開

◎一般社団法人特殊高所技術協会を通じた技術移転により協力会社を増やす
◎社内研修センターで技術者を養成し、今後拡大する需要に100％応える

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

3D映像の現状と動向、簡易制作技術について

　家庭用3D対応テレビなどが一般に普及し、すでに数年経過
しましたが「3D映像はコンテンツ不足」と言われる中で、実際に
目にするコンテンツは映画等、規模や予算の大きなものを除け
ば、中小業界での利用はほとんどされていません。本研究で
は、改めて3D映像の現状や問題点について調査と検証をする
と共に、中小業界においてそれらを有効活用するための方法
と、現場で想定される3D映像を制作する際の技術的課題等に
ついて、調査と技術検証を実施しました。

１．はじめに

　「3D映像の現状、問題点と中小規模の3D映像制作課題につ
いて」、「3D映像制作に必要な環境(ハード・ソフト)、規格と仕様
の情報について」、「簡易3D映像制作システムの構築と検証」
の3つのテーマを設定して実施しました。
　研究内容の詳細等につきましては、以下のホームページ
（PDF）をご参照下さい。

※ホームページ（PDF）
http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/mtc/
wp-content/uploads/43-10.pdf

2．検討内容及び考察

3D映像の現状、問題点と中小規模の
3D映像制作課題について
①不適切な制作による映像酔い等は、各種団体のガイドライン
を参考に問題解決する。

3．結果及びまとめ

■応用技術課　松井 洋泰

3D映像の編集画面

今回仕使用した家庭用3Dカメラ

②3D映像の普及を妨げる要因は、家庭での「ながら見」にメ
ガネ着用が向かない、表示方式が統一されていない、業
界に3Dは失敗という意識がある等がその理由と考えら
れる。

3D映像制作に必要な環境(ハード・ソフト)、
規格と仕様の情報について
①映画等では従来２台のカメラを組み合わせる方法が主流で
あったが、現在は業務用の3D専用カメラが登場したことで、
現場で映像を確認しながらの撮影が可能になった。

②ブルーレイディスク規格を使用すれば、普及した視聴環境で
3D映像ソースを供給可能。

③コンテンツの視聴場所と時間を限定することで、展示、プレ
ゼン映像等、新たな業務用途の展開や利用が考えられる。

簡易3D映像制作システムの構築と検証
①家庭用3Dカメラは機能は限定されるが、安定した画角撮影
により破綻の少ない撮影が可能。
②3D映像の編集環境は、3D表示機能を付加したパソコンに、
3D編集対応のビデオ編集ソフト等を組み合わせたノンリニ
ア編集が最も実用的で、映像提供用のブルーレイディスクま
で制作可能。

③簡易的なシステムで制作した場合、再生機能としては単純再
生のみで、メニューや映像制御機能のあるディスクは制作不
可。（別途、専用の業務用制作システムが必要）

④編集作業は、制作途中の映像酔いしやすい（不快な映像の編
集）作業状態で、長時間視聴しながら編集する必要があり、
作業者にとって予想した以上に過酷であることが確認され
ました。


